
八雲町議員報酬及び特別職給料審議会次第 
 

日時 令和６年１２月１３日（金）午後１時 30分 

場所 八雲町役場 第１・２会議室 

 

１ 開  会 

 

２ 辞令交付 

 

３ 委員紹介 

 

４ 町長挨拶 

 

５ 会長選任 

 

６ 諮問事項  八雲町議会議員の議員報酬の改正 

 

 

 

 

７ 資料説明 

 

 

 

 

８ 審  議 

 

 

 

 

９ 答  申 

 

 

10 閉  会 



八雲町議員報酬及び特別職給料審議会委員

令和６年１２月１３日委嘱

備　　　　　考氏　　名

八雲商工会　会長

大　野　尚　司

熊石町内会連絡協議会　会長井　口　啓　吉

八雲町町内会等連絡協議会　会長

一般公募

落部連合町内会婦人部　部長

新函館農業協同組合　北渡島地区運営委員長影　浦　義　和

八雲町漁業協同組合　代表理事組合長水　口　忠　行

近　藤　安　幸

東　間　和　浩

小　山　　　程

一般公募

櫛　桁　　　悟

鶴　見　早　苗

浅　沼　　　真

八雲青年会議所　理事長

連合北海道八雲地区連合会　副会長



八雲町議員報酬及び特別職給料審議会条例 

 

（設置） 

第１条 町長の諮問に応じ、議員報酬並びに町長、副町長及び教育長の給料の

額について審議するため、八雲町議員報酬及び特別職給料審議会（以下「審

議会」という。）を置く。 

 

（諮問） 

第２条 町長は、前条の議員報酬及び給料の額に関する条例を議会に提出しよ

うとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について審議会の意

見を聴くものとする。 

 

（委員） 

第３条 審議会は委員10人以内をもって組織し、その委員は、町の区域内の公

共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度、町長が委嘱する。 

２ 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（会長） 

第４条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は審議会を代表し、会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定

する委員がその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

 

（委任） 

第６条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町

長が別に定める。 

 


